
外国人技能実習生の労働条件確保のための監督指導状況 

愛知労働局 

 

愛知労働局においては、外国人技能実習生の適正な労働条件の確保に重点的に

取り組んでいるところであり、平成２７年には実習実施機関５６１事業場に対

し監督指導を実施し、このうち 69.9％に当たる３９２事業場でなんらかの労働

基準関係法令違反が認められた。 

悪質な違反事業場に対しては、書類送検を実施するなど厳しい態度で臨んでい

る。 

 

１ 監督指導状況  

⑴  平成２２年以降において、労働基準監督署が実習実施機関に対し監督指

導を実施した事業場数及び違反事業場数は次のとおりである。   

 

※ 実習実施機関に係る違反事業場数、違反率については技能実習生以外の違反を含む。 

355

192

323

211

266

561

201

163

271

167

216

392
56.6%

84.9%
83.9%

79.1%
81.2%

69.9%

62.4% 64.9%
65.8% 64.9% 65.6%

67.9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

50

150

250

350

450

550

650

２２年 ２３年 ２４年 ２５年 ２６年 ２７年

実習実施機関の監督指導事業場数

実習実施機関に係る違反事業場数

実習実施機関にかかる違反率

監督指導を行った全事業場の違反率（参考）



⑵ 平成２７年における実習実施機関に係る主な違反内容別違反事業場数及び 

その内の技能実習生のみに係る主な違反内容別違反事業場数は次のとおりで

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実習実施機関に係る違反内容のうち、労働基準法第32条（労働時間）、安全

衛生法関係が多く見られる。なお、「その他」には労働基準法第89条（就業規

則の作成及び届出）、労働基準法第106条（法令等の周知）などの違反が含まれ

ている。 
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＜注＞最低賃金法第４条の違反については、約定

賃金額が地域最低賃金額未満の場合に限る。 



２ 申告状況 

⑴ 平成２２年以降において、労働基準監督署に対して外国人技能実習生か

ら労働基準関係法令違反の是正を求めてなされた申告件数は次のとおりで

ある。 

 

 
 

 

⑵ 平成２７年における主な申告事項は次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜注＞申告事項が２つ以上ある場合は、各々に計上しているので、各申告事項の合計と申告件数

とは一致しない。 
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